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宗
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提
出
国
連
総
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に
お
け
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民
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宣
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採
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に
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す
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第
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回
質
問
に
対
し
、
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紙
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弁
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を
送
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す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
連
総
会
に
お
け
る
「
先
住
民
族
宣
言
」
の
採
択
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
八
年
四
月
の
「
ウ
タ
リ
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
の
報
告
書
の
�
�
に
お
い
て
、
明
治
以
降
、
我

が
国
が
「
北
海
道
開
拓
」
を
進
め
る
中
で
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
伝
統
的
生
活
を
支
え
て
き
た
狩
猟
、
漁
労
が
制
限
、
禁
止
さ

れ
、
ま
た
、
ア
イ
ヌ
語
の
使
用
を
始
め
伝
統
的
な
生
活
慣
行
の
保
持
が
制
限
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
社
会
や
文
化
が
受
け

た
打
撃
は
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
貧
窮
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
つ

い
て
は
、
政
府
と
し
て
も
同
様
に
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
に
い
う
「
先
住
民
族
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十

九
年
九
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
四
号
）
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
諸
外
国
に
お

い
て
ど
の
民
族
が
「
先
住
民
族
」
に
該
当
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
白
老
町
ア
イ
ヌ
施
策
基
本
方
針
」
に
関
す
る
報
道
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
が
、
地
方
公
共
団
体
の
個
別

具
体
の
施
策
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
四
号
）
四
に
つ
い
て
並
び
に
六
及
び
七
に
つ
い
て
で

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

二


